
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和５年5月8日から5類感染症に見直され、こども家庭庁が「保育所にお
ける感染症対策ガイドライン」を改訂したことを踏まえ、本市の保育所等における新型コロナウイルス感染症の取扱い等について
も、令和５年5月8日以降、次のとおり対応することとしています、
1 陽性が判明した場合の登園停止期間について
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。
2 濃厚接触者等の取扱い
・濃厚接触者の特定は行いません。
・在園児や職員の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった（検査中を含む）場合においても、本人に発熱等の症状がみら
れない場合は登園（出勤）可能とします。
3 臨時休園等の取扱い
・在園児や職員に陽性者が判明しても、臨時休園は行わず、職員体制の確保に努めながら開所を継続することを原則とします。
・職員が複数陽性になる等、保育の提供が困難と想定される場合には、事前に施設が市と協議の上、休園等の判断を行います。
・臨時休園に関する報道発表は行いません。
4 感染防止拡大の取組み
・引き続き、「保育所における感染症対策ガイドライン」等を参考に、感染防止対策を実施します。

併せて、本市HP「新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について」を御確認ください。
本市HP＜ https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000116506.html ＞
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